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午前１０時００分 開議

○議長（藤原幸作） おはようございます。

ただいまの出席議員は20名であります。

定足数に達しておりますので、これより平成20年第４回潟上市議会定例会を再開致し

ます。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。

【日程第１、諸般の報告】

○議長（藤原幸作） 日程第１、議会運営委員長より報告を行います。15番。

【議会運営委員長の報告】

○議会運営委員長（伊藤栄悦） おはようございます。

議会運営委員会の報告を致します。

議会運営委員会は、12月10日に委員、正副議長の出席のもとに、本日12日に委員、正

副議長、当局からの説明員として副市長、総務部長出席のもとに開催しております。

総括質疑について申し上げます。

通告者は７番佐藤恵佐雄議員の１名となりましたので、宜しくお願い致します。

追加議案について申し上げます。

当局から、潟上市水道事業特別会計の消費税について平成21年１月５日までに納付の

必要が生じたことから、議案第96号、平成20年度潟上市水道事業会計補正予算（第４

号）（案）として18日の最終日に追加提案したいとの説明がありました。最終日に議案

が配付され審議する予定としておりますので、宜しくお願い致します。

次に、陳情について申し上げます。

皆様のお手元にお配りしておりますが、12月８日付で飯田川公園と三吉神社相撲場の

環境整備に関する陳情書が提出されております。陳情第23号として受付し、総務委員会

の付託とすることと致します。

なお、ただいま説明致しました陳情を加えて皆様に新たに委員会付託表としてお配り

しております。初日に配付したものと差し替えの上、ご確認をお願い致します。

以上、議会運営委員会の報告と致します。

○議長（藤原幸作） これで報告を終わります。

【日程第２、総括質疑】
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○議長（藤原幸作） 日程第２、これより提出議案に対する総括質疑を行います。

議案第78号から議案第95号まで、以上18件を一括して議題とします。

通告者は１名であります。

なお、総括質疑の時間は答弁を含めて15分とし、発言は自分の席にてお願い致します。

７番佐藤恵佐雄議員の質疑を許します。７番。

○７番（佐藤恵佐雄） 皆さんおはようございます。それでは、私から総括質疑を行いま

す。

議案第81号、出産育児一時金について質問したいと思います。

内容につきましては、改正案第３条の中で「市長が必要があると認めるときは規則で

定めるところにより、これに３万円を上限とし加算するものとする」とあるが、市長が

必要でないと認める場合はどのようなことをさすのか。

また、あたかも出産する本人、また世帯主に一時金35万円プラス３万円を受け取るこ

とができるやに思われがちであり、産科医療補償制度の創設について広報等で詳しく説

明する必要があるのではないか。

それから議案第92号、有線放送施設の落雷被害についてであります。

内容につきましては、毎年、放送施設に落雷被害の報告があるやに感じておりますけ

れども、今後落雷した場合、人的被害の恐れや一般家屋などの被害の恐れはないのかど

うか。

また、市長の行政報告にもありますが、それぞれの放送架に大きな被害があったのは

高速避雷器設置以前からの機器ということでありますけれども、落雷対策としてすべて

高速避雷器の設置に切りかえる必要があるのではないかということの質問でございます。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） 当局より答弁を求めます。鈴木市民生活部長。

○市民生活部長（鈴木鋼生） おはようございます。７番議員さんにお答え致します。

１つめの出産育児一時金についてでございますけれども、今回の条例改正は、提案理

由にあるとおり産科医療補償制度が創設され、各医療機関において民間の損害保険に加

入し、その保険料が分娩費へ上乗せが生じることから改正するものであります。

出産育児一時金の現行は35万円に３万円を上限にして加算することとしておりますが、

市長が認める場合とは、同保険に加入している医療機関における分娩を指し、同保険に

未加入の医療機関においての分娩については現行のままの35万円支給となるものです。
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また、広報等での周知につきましては、議決いただいた後に早急に実施してまいりま

す。

２つめの有線放送施設の落雷被害についてお答え致します。

最近、全国的に落雷被害が多くなっていると報道されておりますが、その要因として、

携帯電話のアンテナおよび高圧線の新設や増設などにより雷自体の電流が大きくなって

いるとのことで、潟上市内も例外ではないと思われます。

建物に対する直接の落雷については、有線放送施設については敷地内の他の建物より

低い平屋建てであり、開設以来、落雷は受けておりませんし、今後も予想致しておりま

せん。

これまでの落雷被害は高圧な電流が器具に流れて被害を受けたものであります。また、

一般家庭の被害としては、電話修理の損傷などで比較的小さな被害でありました。これ

は有線放送との因果関係はありません。

有線放送施設の大きな落雷被害は平成17年にあり、そのときは放送架に被害はなく、

交換機、整流器、バッテリーの取り替えと高速避雷器を設置しており、放送架の被害は

今回が初めてであります。また、それぞれの放送架とは本局と飯塚分局の２施設という

ことであります。

今後の落雷対策としては、17年に交換した機械に被害がなかった状況からして現在の

高速避雷器で十分対応できるものと思われます。

以上です。

○議長（藤原幸作） ７番、再質疑ありますか。７番。

○７番（佐藤恵佐雄） 出産育児一時金についてのちょっと素朴な疑問でございますけれ

ども、分娩費に係る、生ずるために３万円を加算されるというようなニュアンスでござ

いますが、私たちがまずこの保険に加入するといいますか、例えば自動車運転の場合は

私たちが自分で保険に入って、それで過失あるいは事故を起こした場合には被害者に対

してまず賠償するという形でありますよね。そうすると、この場合は医者が自分でまず

手術をして、そして事故が起きたというのであれば、当然、医療機関あるいは医者がそ

の保険を掛けるのが普通ではないかなと。それを３万円というのは国民健康保険、ある

いは本人というか保険から出しているというか、保険をまず受け取る、医療機関には何

にも負担がないような感じなんだけれども、その辺のところはどうなんでしょうか。こ

れ、私の考えがちょっとおかしいか。まず私は素朴な疑問としてそう思っているんです
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よ。今までであれば30万円、あるいは35万円、そして出産までかかる費用というのは大

方50万円ぐらいかかると言われているんです。そうすると、その35万円のものが３万円

プラスされて38万円は確かに受け取ることはできるんだけれども、実際のところその３

万円というのは医療機関というか、その保険会社に行くという感じですから、本人負担

というか、受け取る額というのは分娩した本人は35万円ではないのかなということです。

それから、さっき言った何か事故を起こした場合は医者の責任で行うべきものを自治

体、あるいは保険の方からもらうということ。それから医療機関で未加入、保険に入っ

てないということであれば現行の35万円だと。これはまずわかるわけなんだけれども、

何か自分方の、それを折半して出しているのかどうかわかりませんけれども、その辺の

考えというのはちょっとわからない点がありますので、もう少し詳しく説明できたらひ

とつ宜しくお願いします。

それから有線放送の落雷、人的被害とか家屋にはあまり被害はないということ、これ

は結構なことでございますけれども、一般の考え方によりますと、例えば身近な建物の

近くの電柱、あるいはトランス等に落雷があった場合は、当然その家屋の家電製品はほ

とんどだめになります。そういう意味で私は質問していることなんだけれども、そうい

う点では高速避雷器なるもので対応できるということだけれども、今現在、高速避雷器

を設置する箇所が他にないのかどうかということ。今現在設置しているものですべて補

われ、足りるのかどうかということと、それから今回も市長の行政報告でありましたけ

れども、飯塚地区分散器、あるいは本部局に２回、それから飯塚地区の分散器に３回と、

かなりの数が落ちてるわけね。ですから、そういう意味で何かこの地域、地域柄とかわ

かりませんけれども、今までどのくらいの有線放送、設置のこういう器具、あるいはも

のに対して何回ぐらい、どのくらいの落雷事故があって、被害総額はもしわかったらど

のくらいなのか。

○議長（藤原幸作） 鈴木市民生活部長。

○市民生活部長（鈴木鋼生） 第１点の出産育児金の関係についてお答え致します。

佐藤議員さんは、お医者さんが独自に費用を負担すべきでないかというようなことで

ございますけれども、安心して子供を産むことができるというようなことで、今、いろ

いろ医師に原因がなくても裁判沙汰などあります。無過失補償ということで、無過失の

中でもやっぱり父母が裁判沙汰とかそういう形で結構訴訟問題となっております。そう

いうことによって医師が出産を受け入れないというようなことが社会問題となっており
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ますので、それらを避けるために医療補償制度の保険金の分を出産育児金に上乗せをし

て一時金を38万円、保険料を３万円を限度として支払うという解釈になっております。

それから有線放送の落雷件数、それから被害総額というようなこと、大変申しわけな

いんですけれども質問趣旨にも載っておりませんでしたので、私のわかる範囲でござい

ますけれども、今年度に入って飯田川本局には、市長の報告にもありましたように２回、

飯塚局の方にはその後１回ということで５回になっております。これは高速避雷器を設

置したために落雷のカウンター、被害がなくても落雷があったというカウンターであら

わされております。それから被害総額でございますけれども、細々はありますけれども

17年と今の皆さんにご審議願っている関係でいきますと、約１億8,000万円。それ以前、

設置が44年になりますから細々は相当あると思いますけれども、今ここでは答弁するこ

とができませんのでご理解願いたいと思います。

以上です。

○議長（藤原幸作） ７番、再々質疑ありますか。７番。

○７番（佐藤恵佐雄） この出産一時金のことなんですけれども、今、要するに医療補償

制度の中で払うということはわかります。そうすると、今までであれば医療事故が起き

てもいろいろ裁判沙汰になったとか、支払いの生ずる場合は医療機関で負担するなり大

変な状況の面もあろうかと思いますけれども、普通の筋からいけば、当然そういう医者

の権限というのは大きいから拒否すれば命にかかわるとか、そういう医者の権力といえ

ばおかしいけれども、そういう面では医者は優遇されています。ですけども、本来であ

れば医者の過失によって起きる場合もある。まず事故ですから。当然、医療機関でそう

いう保険を掛けるべきだと私は思います。ですから、それを国の方でというか健康保険

の中から掛けていくというのは大変疑問に思うわけです。掛けることが悪いとは言って

ないですよ。ですから、そういう事故のために掛けるということは当然のことながら、

医療機関で全然保険に対して負担してないのかということを私聞きたいわけです。

○議長（藤原幸作） 暫時休憩します。

午前１０時１８分 休憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時１８分 再開

○議長（藤原幸作） 再開致します。

鈴木市民生活部長。
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○市民生活部長（鈴木鋼生） お答えします。

いろいろなお考えがあろうかと思いますけれども、今回の改正については法に基づく

改正で医療補償制度、それにかかわる保険金、３万円を限度として出産育児一時金を支

払うものです。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） これで質疑を終わります。

【日程第３、陳情第２３号 飯田川公園と三吉神社相撲場の環境整備に関する陳情書】

○議長（藤原幸作） 日程第３、陳情第23号、飯田川公園と三吉神社相撲場の環境整備に

関する陳情書を議題とします。

議案の朗読と説明を省略します。

ただいま提案された陳情第23号については、本日の議会運営委員会において総務常任

委員会に付託することとしました。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 異議なしと認めます。したがって、陳情第23号については総務常任

委員会に付託することに決定しました。

【日程第４、提出議案委員会付託】

○議長（藤原幸作） 日程第４、これより提出議案の常任委員会付託を行います。

議案第78号から議案第95号までの18件を、本日、再度お手元に配付致しました委員会

付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託致します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

次の本会議は12月18日木曜日、午前10時より開きますのでご参集願います。

本日は、これで散会します。どうも御苦労さまでございました。

午前１０時２０分 散会


